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令和７年度  事業計画 
 

 

 

基本理念・行動規範・職員行動指針 

社会福祉法人はその存在意義を明確にし、社会福祉事業を経営する信頼性の高い法人

であることを示していく必要がある。そのため『吉城福祉会基本理念』を定めるととも

に、社会福祉法人の使命である「社会、地域における福祉の充実・発展」に寄与するため

に、全国社会福祉施設経営者協議会が経営指標として位置付けた１０の経営原則に基づ

き行動指針として整理した４つの基本姿勢と１４の取り組み課題を『吉城福祉会行動規

範』として定め、実践していく。 

また、基本理念の実現のため、『吉城福祉会職員行動指針』を定め、全職員が実践し

ていく。 

社会福祉法人吉城福祉会 基本理念 
 

『互助の精神のもと、住み慣れた地域で、四季を通じ、すべての住民が地域社会の 

一員として、変わりなく健やかで生きがいのある生活を送ることができるよう、 

住民の福祉の増進に寄与する。』 

 

１０の経営原則 

 
 ①公益性：個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で、障害の有無や年齢にか

かわらず、その人らしい「安心のある生活」が送れるように、国民すべての

社会的な自立支援を目指すため、支援をすること。 

 ②継続性：解散時の手続きや残余財産の処分等に関する規定によって、制度的にサービ

スの継続性が確保されている。よって良質なサービスを安定して提供する義

務があること。 

 ③透明性：公的な負担によって行われる事業であるとともに利用制度化が進むなか、公

益法人としてより積極的な情報開示、情報提供等による高い透明性が求めら

れること。 

 ④倫理性：公正、誠実な倫理観に基づく法人経営を行うこと。 

 ⑤非営利性：持ち分がなく配当は認められていない。事業で得たすべての金銭的成果は社

会福祉事業に充てるか、地域の生活課題や福祉需要に還元すること。 

 ⑥開拓性：表出しにくい生活課題、福祉需要の掘り起こしや、制度の狭間にあるもしく

は制度化されていない福祉需要等に対し、新しい領域として、先駆的に他機

関・団体等に先立って対応するとともに、制度化に向けた働きかけを行うこ

と。 

 ⑦組織性：高い信頼性が求められる法人にふさわしい組織統治の確立、人材育成等、組

織マネジメントに取り組むこと。 

 ⑧主体性：民間の社会福祉事業経営者としての自主性および自律性を発揮し、自らの意

志、判断によって事業に取り組むこと。 

 ⑨効率性：税、社会保険料等公的な財源を使用することから、より効果的で効率性の高

い経営をめざすこと。 

 ⑩機動性：地域の福祉ニーズ及び制度の変化に対して、すばやく対応すること。 
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社会福祉法人吉城福祉会 行動規範 
 

１：利用者に対する基本姿勢 

① 人権の尊重：利用者の自己決定と選択を尊重し、その権利擁護を実現するとともに、

個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスの提供に努めます。 

② サービスの質の向上：常に利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提

供するよう努めます。 

③ 地域との関係の継続：利用者の生活が施設やサービスの中で完結することなく、家

族や知人・友人、地域住民との関係が継続、さらに促進されるように支援します。 

④ 生活環境・利用環境の向上：良質かつ安心・安全なサービス提供を実現するため

利用者の生活環境・利用環境を整備します。 

 

２：社会に対する基本姿勢 

⑤ 地域における公益的な取組の推進：地域における様々な福祉課題、生活課題に主体

的にかかわり、多様な関係機関や個人との連携・協働を図り、既存の制度では対応

できない公益的な取り組みを推進します。また、地域福祉計画にも積極的に参画し、

地域包括ケアの確立に取り組みます。 

⑥ 信頼と協力を得るための情報発信：社会福祉法人が非営利法人として、積極的に活

動していくためには、財源負担者たる国民からの信頼や協力が必要不可欠です。今

「見える化」にとどまらない「見せる化」を推進し、国民の信頼と協力を得るため

に、積極的な情報の発信に取り組みます。 

   

３：福祉人材に対する基本姿勢 

⑦ トータルな人材マネジメントの実現：経営理念に基づき、めざす事業経営を実現す

るため、期待する職員像を内外に明示し、トータルな人材マネジメントシステムを

構築します。 

⑧ 人材の確保に向けた取組の強化：良質な福祉人材の確保に向け、様々な採用手段を

講じます。また、福祉の仕事の啓発のための情報発信、福祉教育にも取り組みます。 

⑨ 人材の定着に向けた取組の強化：福祉サービスの継続と発展のために、職員処遇全

般の向上、働き甲斐のある職場づくりに取り組みます。また、多様な職種、職務形

態、年代の職員が働きやすい環境を推進します。 

⑩ 人材の育成：法人がめざす職員像に基づき、職務能力の開発及び全人的な成長を目

的とした人材育成に取り組みます。また、職員の質の向上、福祉サービスの質と量

の向上の「要」となるリーダー層の育成に取り組みます。さらに、「新しい地域包

括支援体制」を支える総合的な人材の育成にも取り組みます。 

   

４：マネジメントにおける基本姿勢 

⑪ コンプライアンス（法令等遵守）の徹底：社会福祉法など関係法令はもとより、法

人の理念や諸規程さらには広い意味での社会的ルールやモラルを遵守した経営を

行います。 

⑫ 組織統治（ガバナンス）の確立：国民の負託に応えるべく、公正かつ透明性の高い

適正な経営を可能にする実効性のある組織体制を構築して組織全体を適切に統治

します。 

⑬ 健全な財務規律の確立：公益性の高い事業活動の推進および信頼性の高い効果的・

効率的経営の観点から、健全な財務規律を確立します。 

⑭ 経営者としての役割：社会福祉法人の経営者は、リーダーシップを発揮し、全国社

会福祉施設経営者協議会「アクションプラン２０２０」に基づいた取り組みを実践

します。また、地域の生活課題や福祉ニーズに対して素早く対応します。 
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    社会福祉法人吉城福祉会 職員行動指針 
 

１．私たちは、常に学習し、より良い支援やサービスの提供に努めます。  

２．私たちは、常に人権を尊重し、公正・公平な支援やサービスを行います。 

３．私たちは、いつどこでも、誰に対しても、丁寧で優しい言葉で接します。 

４．私たちは、常に利用者のニーズと意志を尊重し、誠意を持って対応します。 

５．私たちは、常に自らの健康管理に留意し、健全な心身の維持に努めます。 

６．私たちは、常に社会の一員としての自覚を持ち、地域福祉の発展に努めます。  

 

 

経営する事業 
 

【第一種社会福祉事業】 

養護老人ホームの経営 

【第二種社会福祉事業】 

老人デイサービスセンターの経営 

保育所の経営 

一時預かり事業の経営 

老人居宅介護等事業の経営 

障害福祉サービス事業の経営 

特定相談支援及び障害児相談支援事業の経営 

移動支援事業の経営 

【公益事業】 

訪問入浴介護事業 

居宅介護支援事業 

子どもの居場所づくり事業 

   

法人運営 
 

社会福祉法に則った運営を基本として、組織体制の強化を図り、理事会・評議員会の

役割と責任を明確化し、理事会（理事）が積極的に法人運営に関与すると共に、経営改

善計画に基づいた運営をめざします。監事についても専門的観点から指示や助言をいた

だくなど、内部統制の確立を更に進めます。令和 5年度に社会福祉連携推進法人が設立

したことを受け、更に現行事業の精査や新事業の研究、外部団体との連携等を重点的に

進め、将来に向けて社会福祉法人間の合併等についても研究します。 

経営改善計画に沿って「住民誰もが地域の力に みんなあんきに ほっこりと」を目指

す姿に掲げ、「共に生きる」をキャッチフレーズに、SDGs達成のため、法人組織、役職

員が一つとなり事業を進めていきます。 

 

理事会開催予定：5月･10月･1月・3月・その他（随時） 

評議員会開催予定：6月（定時）・その他（随時） 

理事・監事任期：令和 5年 6月 22日～令和 7年 6月の定時評議員会終結の時 

評議員任期：令和 3年 6月 22日～令和 7年 6月の定時評議員会終結の時 

評議員選任・解任委員会：監事 1名、事務局 1名、外部委員 1名（常設） 

第三者委員任期：令和 6年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 
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事業運営 
 

[サービスの基本目標] 

各サービスのご利用者・入所者及び園児の意志や人格を尊重し、また、ご家族の意向

にも充分配慮し、地域や家庭との結びつきを重んじ、行政機関や他の福祉サービス事業

者及び保健医療サービス事業者等と密接に連携しながら、可能な限りご利用者それぞれ

の能力に応じた平穏な日常生活が送れるように、また、その能力の維持向上を図り、将

来に活かせるように自己実現をサポートしていく。 

 

事業運営にあたっては、[サービスの基本目標]を念頭に、常にご利用者・入所者及び園

児の最善の利益を考慮し、健康で安心安全な生活ができる環境づくりに努めると共に、

各種法令を遵守し、適切・適正な運営を心がけます。 

経営改善計画を基に各事業の目標を明確にし、永続的な運営が可能となるよう実行す

ると共に、さらに詳細な部分の研究を進め、法人改革を行います。 

働き方改革を進めると共に、給与規程や就業規則等の見直しを進めます。また、利用者

アンケート等を実施して内部評価を実施し、適正かつ良質なサービス提供に向けた努力

を続けると共に、今後は外部評価制度も検討し、更に公益的な社会福祉法人として健全

な経営を図ります。経営改善計画は、必要に応じ修正や補完をしながら進めます。 

広報については、各事業の紹介やＰＲとなる広報紙を発行することや、ホームページ

を利用した情報発信を行います。 

職員の確保や配置については、計画的な新規職員採用の他、法人として将来に向けた

人材を育て、底上げをします。障がい者雇用も積極的に進めます。 

人事異動による職員交流を行い、経験豊かな職員の育成を行います。職員が安心して

長期間働けるよう、職員相談窓口を設置して、様々な事柄について普段から気軽に相談

できる体制をつくり、職員がストレスをためにくい職場環境の整備を行います。 

職員研修については、年間計画に基づいて計画的に実施しますが、職員数が増え全体

研修の実施が難しい現状となっていることから、職域ごとの現場に則した部門研修を基

本に実施します。 

感染症、拘束、虐待問題を重点的に取り組むため委員会を設置し、対応マニュアルの整

備と共に法令順守を徹底します。 

個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び吉城福祉会個人情報

に関する基本方針を遵守し、マニュアルに基づいた職員共通の対応を徹底します。 

職員厚生については、職員が健康で長く働ける環境づくりに努めます。全職員の健康

診断の実施や、各種予防接種の斡旋、人間ドックについても実施します。その他、メンタ

ルヘルス・腰痛予防等についての研修や個別相談なども実施し、常に職員の健康管理に

留意しながら、引き続き健康で安全な職場づくりをめざします。 

職場環境については、現在エクセレント企業として認定され、また、介護人材育成事業

所のグレード２の宣言をしています。今後もワークライフバランスの向上と働き易い環

境の更なる整備を進めます。 

職員の待遇については、収支のバランスがとれ安定した経営が将来的に維持できるよ

う考えながら改善に努め、今後も適正な人事管理と労務管理を進めます。また、職員への

処遇改善が叫ばれる中、行政等の協力も得ながら、引き続き将来を見据えた給与制度の

見直しを図ります。 

各施設の危機管理については、各事業拠点での、火災や風水害など有事の際に利用者・

入所者及び園児に被害が及ばぬよう、人命の保護を第一に考え避難訓練等を随時実施し

て、安全の確保を徹底します。ＢＣＰ（事業継続計画）についても、事業毎に策定し職員

一人ひとりが危機管理に対し強く意識していけるよう進めます。 

衛生管理についても、感染症や食中毒の発生について注意喚起を促しながら、各事業
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の中から感染者を出すことのないように安全への配慮を徹底します。 

事故対応については、毎月のチーフミーティングにおいて事例報告を行いながら情報

を共有します。職員の交通違反や車両事故などが発生している現状から、予防対策につ

いて具体的な内容を検討し、加入している保険会社の協力も得ながらマニュアルの見直

しを進めます。 

事務の効率化については、全ての事業において、事務処理に関するＩＣＴ化を推進し、

費用対効果についても留意しながら事務効率の改善に努めます。その他、社会福祉法人

会計については、各拠点に会計担当者を配置すると共に、予算管理についても、施設長

級、チーフ級の職員に対して会計研修等を徹底するなどして、各拠点においても事業ご

との収支状況について常に把握し対応できるよう改善し、適正な予算の執行管理に努め

ます。 

社会福祉連携推進法人については、経営改善計画の策定やＩＣＴ導入による業務の効

率化、職員採用や人事交流に向けての提案や調整等が進んでおり、令和７年度はさらに

一歩進んだ内容とすることで、継続可能な法人運営につなげます。 
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各事業の運営計画 

 

★養護老人ホーム事業（和光園） 

 

養護老人ホーム「和光園」については、過去の検証をもとに今後も適正な事業運営に努

めます。 

入所者の生きがいにつながり、楽しみを感じてもらえるようボランティア活動や慰問

を積極的に受け入れ、行事を計画し実行することで、生活にメリハリを持ち、四季を感じ

ていただけるような取り組みを心がけます。時代に合った養護老人ホーム運営を行うに

あたり、地域のニーズや養護老人ホームとして求められる役割を的確に把握し、引き続

きそれを実現していくことが最も重要であると考えます。 

運営にあたっては、入所者はもちろん、身元引受人をはじめご家族との連携を大切に

し、情報共有を行なっていきます。職員についても情報共有を密にして、共通認識を持っ

て信頼関係を築きながら、地域に開かれた施設となるよう努力します。 

現状として、要介護認定者、精神疾患を持たれている方の入所も多く、セーフティネッ

トとしての対応が地域のニーズであるとともに、養護老人ホームの役割として求められ

ています。飛騨市としてもその現状から、令和５年度より毎年精算していた指定管理料

の形ではなく、同額を措置費に転化し、特に夜間の職員体制を整えるよう指示されまし

た。可能な限り地域で困っている皆さんに一人でも多く入所していただけるよう、入所

者数や入所者の状態によっては夜間の一定の時間を２名で対応し、現在の職員の心的負

担も軽減できるよう対応します。 

一昨年より入所者数の減少が目立っており、令和７年度は契約入所について研究を進

め、体制が整い次第実施します。また、新しい財源確保の方策についても、飛騨市と協議

します。 

   防災等の危機管理については、４階建ての建物なので緊急時の避難については困難な

状況です。非常時を想定して定期的な避難訓練を行なうと共に、近隣住民の皆様の協力

が重要となってくるため、情報提供も含めてこまめな対応を行ない有事に備えていきま

す。ＢＣＰについては、施設現場実情に即した形となるよう随時見直し、職員に内容の

周知徹底を図り、訓練等により実際に動いてみることで課題を洗い出し、有事の際に確

実に役立つような形とします。 

和光園は、吉城福祉会が運営する事業の中で唯一の第一種社会福祉事業であり、今後

も和光園の運営を吉城福祉会の基幹事業の１つとして永続的に運営できるよう、今後の

入所者の状況やニーズ、人口動態、福祉施策状況等を十分勘案しながら、将来に向けた

研究と準備を進めます。 

  

＊ 利用定員    入所        ５０名 

ショートステイ    ２名（１日） 
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★老人デイサービスセンター（通所介護） 
  

〇古川デイサービスセンター（介護給付：地域密着型通所介護） 

           （介護予防：日常生活支援総合事業：第１号通所介護） 

           （地域生活支援事業：基準該当障害者デイサービス） 

 

令和７年４月より高野地区に移転し、地域密着型通所介護「新古川デイサービスセンター」

として運営を開始します。関係機関との連携を密にし、さらに安定した運営を目指します。 

運営日は月曜日から金曜日および祝日とし、サービス提供時間は６時間以上７時間未満で

実施します。昼食は和光園に調理を委託し提供することで、業務の効率化につなげます。 

加算については、令和７年５月から個別機能訓練加算を取得予定。ＬＩＦＥについても新

年度から取得予定です。障がい者、障がい児の入浴については、現在２名の受け入れを行っ

ており、移転後も可能な限り実施します。 

移転後も持続可能な運営を実現するため、利用者ニーズやサービス内容を再確認し、特色

あるサービスの提供に努め、魅力的なデイサービスを目指します。また、適正な職員数の配

置とし、生産性向上を目指すため、業務内容の見直しを図ります。さらに、ＩＣＴの活用を

研究・導入し、職員の負担軽減と働きやすい環境づくりにも注力し、宮川・河合デイサービ

スセンターとの一体的な運営を通じて、職員体制の安定化を図り、スムーズな運営を実現し

ます。レクリエーションについては、その内容について再考し、個別機能訓練と結び付け提

供します。 

ボランティアについては、移転にかかわらず、同じように受け入れをします。 

職員体制は１日７名～８名の職員で勤務し、就業時間は午前８時から１７時とします。 

高野地区での運営となりますが、地域住民の方々にはデイサービスの内容を理解していた

だき、円滑に運営できるよう連携を大切にしながら地域との関係構築に努めます。 

なお、感染予防対策の強化やＢＣＰ、高齢者虐待の防止の推進、認知症介護基礎研修の受

講、入浴介助研修等、義務付けられている研修は引き続き実施します。 

 

 ※利用定員  １８名 

 

 

 

〇宮川・河合デイサービスセンター（介護給付：地域密着型通所介護） 

           （介護予防・日常生活支援総合事業：第１号通所介護） 

           （地域生活支援事業：基準該当障害者デイサービス） 

 

令和７年４月より、宮川デイサービスセンターと河合デイサービスセンターが統合し、地

域密着型通所介護「宮川・河合デイサービスセンター」として新たにスタートします。関係

機関との連携を密にし、さらに安定した運営を目指します。 

運営日は月曜日から金曜日および祝日とし、サービス提供時間は６時間以上７時間未満で

実施します。昼食は冷凍食品を活用するなど調理業務を見直し提供することで、業務の効率

化につなげます。 

統合後も持続可能な運営を実現するため、宮川・河合地区の利用者ニーズやサービス内容

を再確認し、特色あるサービスの提供に努め、ご利用者の生きがいややりがいを重視した魅

力的なデイサービスを目指します。また、適正な職員数の配置、統合による利用者数の増加

に対応するため、業務内容の見直しを図ります。さらに、ＩＣＴの活用を研究・導入し、職員

の負担軽減と働きやすい環境づくりにも注力し、古川デイサービスセンターとの一体的な運

営を通じて、職員体制の安定化を図り、スムーズな運営を実現します。 

施設については老朽化への対応が課題となりますが、利用者が過ごしやすい環境づくりを職
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員と協議しながら進めます。修繕の必要性を見極めつつ、飛騨市と相談して適切に対応しま

す。 

災害対策では、マニュアルの見直しやＢＣＰの作成、研修・訓練の実施を通じて、有事の

際に迅速かつ適切に対応できる体制を整えます。また、地域特有の交通障害による送迎困難

を防ぐため、早期情報収集に努め、安心・安全な運営を維持します。 

サービス提供内容については、宮川デイサービスで実施していた独自のリハビリを継続・強

化し、個別機能訓練加算やその他の加算取得に向けた研究を行い、早期実施を目指します。

また、コロナ禍以前に受け入れていたボランティアの活動を再開し、地域とのつながりを深

め、今後も飛騨市や関係者と連携し、地域に根差した安心・安全なデイサービスセンターの

運営に努めます。 

 

※利用定員  １８名 

 

 

 

★保育所「増島保育園」 
 
飛騨市や市内保育園との連携を密にし、私立保育園ならではの特色ある保育・サービスを提供

します。 

保育にあたっては「増島保育園令和７年度保育の内容に関する全体的な計画」を基に、保育目

標には「素直でたくましく心豊かな子に」を掲げ、和太鼓や運動遊びなど増島保育園の特色を活

かし、地域に開かれた保育園を目指します。また、少子化や未満児保育のニーズなどに対処する

とともに、個々の育ちや障がい、家庭環境、国籍の違いにかかわらず、ともに認め合いながら育

つインクルーシブな保育を進め、共に生きる仲間として将来支え合えることを目指します。ま

た、学校や地域との連携を強化し、生涯途切れの無い支援や地域を愛する心を育てます。一時預

かり保育や子育てステーションは、地域の子育て支援拠点としての役割をより強化します。 

給食については、自園給食のメリットを活かし、アレルギーや行事食など、それぞれに配慮し

た安心・安全な食の提供を行ないます。また、園内の保育環境についても衛生的でなおかつ安

心・安全な管理に努めます。 

令和７年度も子どもの主体性や、生きる力を育むことを目指したより質の高い保育を目指し、

子どもが遊びから学ぶ機会を保障します。また、自然豊かな園庭であるが、さらに安全かつ魅力

のある園庭となるように整備に向けて検討を進めます。 

職員の負担軽減、保護者へのサービス向上のために導入しているＩＣＴサービス「キッズビュ

ー」のさらなる拡充を図り、保護者との連携の強化や保育計画や反省を日々の保育に活かしま

す。「子ども誰でも通園制度」が令和７年度より制度化され今後飛騨市においても、拡充がなさ

れることを見据え、特に未満児保育の内容や体制について研究を進め、見直します。 

子育て世代が社会で活躍できる機会を増やすためにも、安心してお子様を預けていただけるよ

う努めていきます。 

 

＊ 利用定員       

０歳     １２名 

１～２歳   ４８名 

３歳     ４０名 

４歳     ４０名 

５歳     ４０名       合計       １８０名 
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★訪問介護事業 

 
【老人居宅介護等事業】 （介護給付： 訪問介護） 

（介護予防・日常生活支援総合事業： 第１号訪問介護） 

【障害福祉サービス事業】（居宅介護、重度訪問介護、同行援護） 

【移動支援事業】   

 

利用者の身体状況や家族へのアンケート結果、ケアマネジャーからの情報を基に介護ニー

ズを的確に把握し、ケアプランに沿った適切な対応を基本に運営します。 

 障害福祉サービス及び移動支援事業については、法人内に相談支援事業所があることなど

から、この地域のニーズを多く担っており、今後も職員体制を整え、相談支援事業所と連携

しながら、事業拡大を図ります。 

 基準緩和サービス（支えあいヘルパー）については、地域に専門的な事業所が出来たた

め、新規利用の受け入れはせず現在ご利用の 1名のみ継続します。 

サービス提供にあたっては、利用者のニーズに即し、制度に沿った良質なサービスが常に

提供できるよう、ヘルパー全体のレベルアップを図っていきます。また、事務的負担の軽減

の為、ＩＣＴ化を進めアプリ導入を行っていますが、今後も更なる活用法を研究します。 

老人居宅介護等事業、障害福祉サービス事業共に他事業所も含め飛騨市全体でヘルパーが

不足していますが、地域でのニーズは今後もある程度見込まれることから、必要な資格の取

得と障害者（児）に対応出来る人材の育成を図り、神東会の訪問介護事業との連携も考えな

がら職員体制の安定化を図れるよう努めます。 

 

＊利用目標 １１０名（常勤換算や運営規程上支障がない範囲で） 

            内訳…介護保険サービス ８０名・８５０回／月 

               障害福祉サービス ３０名・１５０回／月 

 

 

 

★訪問入浴介護事業（やすらぎ号） 

 
飛騨市内で唯一のサービス提供事業者となっていましたが、市外からの事業参入の動きが

あります。採算性や職員の手配に苦慮する状況はありますが、国は在宅介護にシフトしてき

ており、社会福祉法人としての責務からも今年度も事業を継続します。今後も必要とされる

事業であるため、人員配置の検討を行うと共に訪問診療や訪問看護との連携を強化し、業務

の効率化も考慮しながら新規受け入れを進めていきます。 

 

 

★居宅介護支援事業  

 
 常勤ケアマネジャー２名と非常勤１名の職員体制で、特定事業所加算Ａを算定し運営しま

す。市内ニーズには限界があることから、国府町への営業エリア拡大に向け研究を進めます。

法人内からのケアマネの増員や他法人からの出向などにより体制を強化することで、エリア

拡大と共に特定事業所加算（Ⅱ）の算定を目指します。 

今後の飛騨市の認定者数全体は徐々に減少しますが、介護予防認定者は増加していく予想

となっています。担当件数向上のため、業務を効率化し専門性が発揮できるように努めます。 

 

＊利用目標人数 

介護給付 ９０人   介護予防給付 ３０人 
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★障がい者自立支援施設「憩いの家」（就労継続支援Ｂ型事業） 

 

利用者のニーズに伴い通所していただく中で、今後の生活や就労について一緒に考えてい

きステップアップ支援を行っています。利用者の高齢化や、介護保険サービスを利用される

方の併用利用、施設入居の方の日中活動の場としての利用等、多岐にわたっており、これま

で以上に個別に対応が求められています。そういった方が社会で生活していくために、利用

者それぞれのニーズに応えながら、利用者が安心して就労が継続できる場となり、継続して

利用していただくことで、利用者の増加に繋がっていければと考えています。職員間の連携

をより強化し生産活動だけでなく社会適応訓練としての支援も実施します。 

生産活動については、以前から利用者の高齢化に伴う生産性の低下や、作業の大部分を職

員が担っているといった状況が課題となっており、令和 7年度も引き続き作業内容の見直し

等を検討します。 

また令和６年度報酬改定において、工賃が高ければ高い程報酬単価が上がる仕組みがより

顕著になってきていることから、工賃向上計画の策定を行い、より生産性が高く、効率的に

取り組める生産活動を検討します。 

 

 就労継続支援Ｂ型事業 

  ＊ 利用定員目標   １日 平均１８名（定員 ２０名） 

＊ 月平均工賃目標  ２５,０００円（期末手当を含めて） 

 

 

 

★相談支援事業「相談支援 いこい」 
特定相談支援及び障がい児相談支援事業の経営 

 

障がい福祉サービス等の利用計画作成(計画相談支援・障がい児相談支援)と、一般的な相

談への対応(障がい者相談支援事業)を、それぞれ市の指定及び委託を受けて実施します。 

飛騨市で整備を進められている地域生活支援拠点の整備に関連して、飛騨市地域生活サポ

ートシステム事業のサポートコーディネーター業務の委託を令和５度から受けており、引き

続き務めます。 

「飛騨市地域生活安心支援センターふらっと+」から引き継がれるアウトリーチ専門スタ

ッフともさらなる連携を図りながら、行政からの指示を待つのではなく行政へ積極的に提案

していく姿勢で飛騨市全体の福祉の発展を目指します。 

障がいのある方や関係者の声がダイレクトに届きやすい業務である利点と、多職種が協働

できる法人の強みを活かして、総合的な支援体制を目指して取り組みます。 

 

＊ 特定相談支援及び障害児相談支援の月平均モニタリング件数  

５０件／月（目標） 
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★ 共同生活援助事業「飛騨市障がい者グループホーム憩い」 
【障害福祉サービス事業】 

 

共同生活援助事業については、３年間で満床の１２名にする計画で進めており、令和７年

３月末時点の入居者が９名となっています。令和７年４月には入居者が１０名になる見込み

で、残り２名についてもロングショートで利用しながら入居を目指す予定で、令和７年１０

月までには満床が見込まれます。 

短期入所については３名の定員で進めながら、入居者が定員の１２名になるタイミングで

２名に変更します。基本的には１名の受入れとし、緊急時のみもう１名利用できる体制を取

ります。 

 飛騨市の地域生活支援拠点の核として“飛騨市地域生活サポートシステム”の受託先とし

て積極的な活用、研究を進めます。 

 

 

＊共同生活援助 目標入居者数：１２名 

＊短期入所 定員：３名（入居者が１２名に達するタイミングで２名とする） 

 

 

 

★ 子どもの居場所づくり事業（いぶにんぐハウス・子ども食堂）  

 

いぶにんぐハウスは、飛騨市の委託を受けて、ひとり親家庭等を中心として孤食防止のた

め、喫茶憩いの家のスペースを利用して実施します。 

ここ数年利用実績はありませんが、常に利用可能な受け皿として体制を整えます。 

子ども食堂は、古川小学校と古川西小学校の児童を対象として、喫茶憩いの家のスペース

を利用して昼食を提供します。 

この事業は、法人の地域貢献事業と位置づけ、引き続き運営していきます。 

生きづらさや家庭生活・学校生活に問題を抱えたご家族のニーズを探りながら、気軽に利

用していただけるよう進めていきます。 

 

いぶにんぐハウス 

＊ 利用定員：毎月 火・木曜日（１０名） 

（１７時３０分～２１時） 

 

子ども食堂 

＊ 利用定員：毎月 第二土曜日（２０名程度） 

（１１時３０分～１３時） 

 


